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流域治水の推進に関する条例第25条に係る

盛土構造物設置等ガイドラインの説明会
資料① （平成27年6月2日）



◎前文 ・条例制定の背景 ・流域治水を推進する意義 ・条例を制定する目的

滋賀県流域治水の推進に関する条例の概要

◎総則
・用語の定義
・基本理念
・県、県民、事業者の責務

◎想定浸水深の設定等
・県：流域治水に関する施策の基礎資料として、想定浸水深（地先の安全度
マップ）を設定
おおむね５年ごとに設定・公表

◎集水地域における雨水貯留浸透対策
・森林および農地の所有者等：森林および農地の適正な保全に
よる雨水貯留浸透機能の発揮

・公園、運動場、建築物等の所有者等：雨水貯留浸透機能の確
保

◎氾濫原における建築物の建築の制限等
・浸水警戒区域における建築規制

・区域（200年確率降雨で浸水深約3ｍ以上の区域）は、住民・
市町長・流域治水推進審議会（新設）の意見をふまえて指定

・指定区域においては、知事が想定水位以上に避難空間が確
保されているかを確認した上で許可

・10年確率降雨で浸水深50cm以上の区域は市街化区域へ新た
に編入しない（対策が講じられる場合を除く）

・★盛土構造物の設置等の際の配慮義務

◎浸水に備えるための対策
・県：避難に必要な情報の伝達体制を整備・市町への支援
・県民：日常生活で備えるとともに、非常時には的確に避難
・宅地建物取引業者：宅地等の売買等に情報提供

・水害に強い地域づくり協議会を組織し、浸水警戒区域の指定に
関する事項や浸水被害の回避・軽減に必要な取組を検討

◎河川における氾濫防止対策
・知事：管理する河川の整備を行う。（浸水により生命・身体に著
しい被害を生ずるおそれがある区域では特に配慮）

河道の拡幅等を計画的・効果的に推進
流下能力を維持するための河川内樹木の伐採等
当面河道拡幅等が困難な区間における堤防の強化

***********************************************

***********
***********

ながす ためる

とどめる

そなえる

基礎資料

◎雑則
・財政上の措置
・施策実施状況の議会への報告
・市町条例との関係

◎罰則（当分の間適用しない）
・建築規制に関する規定に違反した者への罰則および過料

***********************************************

◎目的 ・流域治水を総合的に推進し、もって浸水被害から県民の生命、身体および財
産を保護し、将来にわたって安心して暮らすことができる安全な地域の実現に資する

実現
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第25条 氾濫原において道路、鉄道その他の規則で定める施設と

相互に効用を兼ねる大規模な盛土構造物の設置、改変または撤去
（以下「設置等」という。）をしようとする者は、当該盛土構造物の設

置等によりその周辺の地域において著しい浸水被害が生じな
いよう配慮しなければならない。

2 知事は、前項の盛土構造物の設置等によりその周辺の地域にお

いて著しい浸水被害が生じるおそれがあると認めるときは、当該盛
土構造物の設置等をしようとする者に対し、浸水被害を回避し、また
は軽減するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

盛土構造物の設置等に対する
配慮等 （条例第25条）
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条例第25条 盛土構造物の設置等に対する配慮等

条例制定の背景
（これまでの制度における問題点 （流域治水基本方針 P11下11行目～）

• 土地の改変が伴う道路・鉄道等の連続盛土構造物の設置
による水害リスクの変化については、行政においても網羅
的・定量的に認識できていない。

• 連続盛土構造物の設置により、土地の改変がされ、一部
の地域で水害リスクが高くなった事例がある。

• 県内にある避溢橋（東海道新幹線、北陸自動車道など）の
多くは、水害のリスクを認識した地元住民、市町からの請
願によるもの。
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天野川氾濫域（米原市）
－昭和34年（1959年）伊勢湾台風

• 連続盛土であった東海道本線（明治22
年(1889)開業）の軌道が氾濫水を堰き
止め、軌道上流側が長時間湛水

その教訓を活かし、東海道新幹線（昭
和39年(1964)開業）には、地元が避溢
橋構造を要望し、実現。

避溢橋
避溢橋区間
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米原市

盛土構造物の設置等に対する配慮等（先人の知恵）
【東海道新幹線の例】



北陸自動車道（連続盛土）の一
部を避溢橋構造とするよう、旧
高月町が要望

高時川や周辺河川・水路から
の氾濫水が、旧高月町市街地
に深く湛水することを回避
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高時川北陸道

長浜市高月町
避溢橋

盛土構造物の設置等に対する配慮等（先人の知恵）
【北陸自動車道の例】 高

時
川→



盛土
盛土・

カルバート橋梁
盛土？

避溢橋？
橋梁盛土

B
川

A
川

水
路

盛土周辺が
著しく浸水？

盛土周辺が
著しく浸水？

盛土周辺が
著しく浸水？

「地先の安全度」を用いて、盛土構造物の設置等の前後の想定浸水深を予測評価し、
著しい浸水被害が生じないかどうかを判定

→浸水被害の予測評価を踏まえた必要な措置の検討

盛土 橋梁 盛土？
避溢橋？

橋梁 盛土
カルバート

盛土

条例25条に伴う実務
～事業者は、著しい浸水被害が生じないよう配慮すること～
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■適用時期 平成27年4月1日

■内容 条例第25条にかかる具体的な事務手順等（技術的評価
方法、手続規定）を整理したもの。

■ポイント
①「地先の安全度」を用いて、当該盛土構造物の設置等の前後の
想定浸水深を予測し、著しい浸水被害が生じないかどうかを評価
すること

②ガイドラインによる検討結果は、地元等関係者に浸水被害のリス
クをより正確に理解していただけるよう、説明等に用いる。

■経緯
関係機関にてワーキングを６回開催し策定

（滋賀国道事務所、道路課、都市計画課、河川・港湾室、流域治水
政策室）

条例第25条に係る盛土構造物設置等ガイドライン
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流域治水の基礎情報 「地先の安全度マップ」
（全国初。平成24年9月公表）

 日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

A川
治水安全度１／３０

連続降雨

平地部（氾濫原）

B川
治水安全度１／２０

内水氾濫

一級河川

一級河川

Ａ川
治水安全度１/30 水路

治水安全度1/2
下水（雨水）
治水安全度1/10

Ｂ川
治水安全度１/20

農業水路
治水安全度1／5

「防災施設（河川の器の大きさ）の安全度」ではなく、
「地先＝人々の生活する場の安全度」を示しています。

•地先の安全度とは、身近な水路等の氾濫も考慮しどのくらいの水害リスクがある
のかをシミュレーションにより求めた指標です

•盛土構造物の設置等によって、その周辺の地域における水害リスクの増減を評価
することができます。

大河川だけではなく、身近な水路のはん濫なども考
慮した浸水想定マップ(10年、100年、200年に一度の雨）
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地先の安全度 解析方法

県内を７ブロックに分けて、山地部～下流域まで
の地形（水の流れ方向）を設定します。

雨を与えて水の流れを
計算し浸水深等を予測

10
ガイドライン

p13

地盤高さは、航空測量データ
(LPデータ）を基本に作成



地先の安全度マップ（最大浸水深図）
http://shiga-bousai.jp/dmap/top/index

他に「土砂災害」「地震」のリスクも見ることができます。
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「地先の安全度」を用いた浸水被害の予測評価

• 浸水シミュレーションを実施し、連続盛土構造物設置前後の
水害リスクを予測・評価

• 著しい浸水被害が生じるおそれがある場合は、必要な措置
を検討（開口部等、設計内容の精査）

盛土構造物設置等への配慮案 【凡例：赤色（3m以上）、緑色（0.5m以上）、水色（0.5m以下）】
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盛土構造物設置等ガイドライン 目次
13

1章 目的
2章 適用範囲
3章 浸水リスクの調査
4章 盛土構造物の設置等による浸水被害の予測評価の技術的基準

①大規模な盛土構造物の定義
【高さ1m以上の盛土が50m以上連続する】

②著しい浸水被害の定義
既存市街地において、当該盛土構造物の設置等により、新たに、次の区域が
生じること

①【1/10(最大時間雨量50mm)降雨時に想定浸水深が0.5メートル以上となる】
（＝床上浸水の発生のおそれがある）

②【1/200(最大時間雨量131mm)降雨時に想定浸水深が3.0メートルを超える】
（＝平屋建てが水没するおそれがある）

③地先の安全度を用いた想定浸水深の予測方法
④著しい浸水被害が生じないかどうかの評価方法
⑤浸水被害の予測評価を踏まえた必要な措置の検討

5章 手続き規定
6章 ワーキンググループ規約、メンバー

ガイドライン
p2



4章① 大規模な盛土構造物の定義
【高さ1m以上の盛土が50m以上連続するもの】

ガイドライン
p8
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＜盛土構造物の設置等による浸水被害の予測評価のフロー＞

※本ガイドラインによる検討結果は、地元等関係者に浸水被害のリスクをより
正確に理解していただけるよう、説明等に用いるものとする。

No （ガイドラインの適用なし）

(1)(2)いずれかがYes

(1)(2)ともにNo

■３ 既存統合型水理モデルの再構築（４章）

■４ 盛土計画諸元の入力（盛土断面、橋梁・開口部等）

■５ 地先の安全度を用いた想定浸水深の予測・評価（４章③④）
•計算メッシュごとの盛土等の実施前後の想定浸水深
•計算メッシュごとの流向、流速を明示した資料
•計算メッシュごとの盛土等の実施前後の想定浸水深の変化量
•既存市街地における盛土等の実施前後の想定浸水深及びその区域

ガイドラインに基づく
予測評価終了

設計業務で設定している事業計画

Yes（ガイドラインの適用）
終
了

■７ 浸水被害の予測評価を踏まえた
必要な措置の検討（４章⑤）
（開口部等、設計内容の精査）

■１ 大規模な盛土構造物の定義に合致する（４章①）

■６ 著しい浸水被害の定義に照らした判定（４章④）

（※上記【建築物・区域の確認資料】【メッシュごとの計算結果】を踏まえ判定する）
(A)既存市街地において、新たに10年確率降雨で0.5m以上の浸水区域が発生する
（＝床上浸水の発生のおそれがある）
(B)既存市街地において、新たに200年確率降雨で3m以上の浸水区域が発生する
（＝平屋建てが水没するおそれがある）

■２ 浸水リスクの調査（３章）

ガイドライン
p21
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5章 手続き規定
道路・鉄道等事業者
（国、県、市町、民間）

知事
（土木事務所長）

※窓口は、水害に強
い地域づくり協議会
を所掌する機関

知事
（土木交通部

流域治水政策室長）

往）協議文書作成 →提出→ 概要確認→副申→ 協議→協議完了

↓

復）協議回答文書(A)保存 ←経由

※土木事務所長は(A)
の写しを保管

←協議回答文書(A)の交付

※必要に応じて、条例25条第
2項に基づき「必要な措置を講
ずることを求める」意見を付す。

注）水害に強い地域づくり協議会とは、流域治水の推進に関する条例第33条に基づく組織
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